
（歳　入）　・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 764,003 千円

（歳　出）　・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 8,275,514 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

国県支出金 市　債 その他

社会保障財
源化分の地
方消費税交
付金

その他

障 害 者 福 祉 事 業 2,004,983 1,448,612 0 0 96,258 460,113

高 齢 者 福 祉 事 業 210,121 276 0 11,029 34,397 164,419

児 童 福 祉 事 業 2,400,667 1,356,550 7,000 39,369 172,620 825,128

母 子 福 祉 事 業 98 0 0 0 17 81

生 活 保 護 事 業 559,744 418,695 0 10 24,401 116,638

小　　　計 5,175,613 3,224,133 7,000 50,408 327,693 1,566,379

国 民 健 康 保 険 事 業 730,138 306,577 0 28,860 68,288 326,413

後期高齢者医療事業 990,625 156,302 0 24,454 140,115 669,754

介 護 保 険 事 業 1,036,947 35,708 0 0 173,224 828,015

小　　　計 2,757,710 498,587 0 53,314 381,627 1,824,182

医 療 福 祉 事 業 126,778 8,222 0 210 20,475 97,871

疾 病 予 防 対 策 事 業 138,439 0 0 7,864 22,591 107,984

健 康 増 進 対 策 事 業 76,974 1,016 0 8,810 11,617 55,531

小　　　計 342,191 9,238 0 16,884 54,683 261,386

8,275,514 3,731,958 7,000 120,606 764,003 3,651,947

特　定　財　源 一　般　財　源

　　　　　　　　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
　　　　　　　　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

経　費事　　業　　名

※「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法
律」が、平成26年4月1日に施行されたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障
施策に要する経費に充てるものとされています。

社
会
福
祉

社
会
保
険

保
健
衛
生

合　　　　計



（歳　入）　・入湯税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,750千円

（歳　出）　・環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等に要する経費　　383,020千円

【入湯税が充てられる事業】

国県支出金 市　債 その他 入湯税 その他

253,187 0 0 0 14,665 238,522

94,162 0 90,300 0 224 3,638

35,671 0 12,900 7,900 861 14,010

383,020 0 103,200 7,900 15,750 256,170

（歳　入）　・都市計画税                                             　　　　179,101千円

（歳　出）　・都市計画事業又は土地区画整理事業に要する経費　　　　　 　　　　539,784千円

【都市計画税が充てられる事業】

国県支出金 市　債 その他 都市計画税 その他

5,970 1,698 0 0 1,422 2,850

7,590 0 0 0 2,526 5,064

38,625 0 0 0 12,856 25,769

441,159 0 0 0 146,839 294,320

46,440 0 0 0 15,458 30,982

539,784 1,698 0 0 179,101 358,985

2．都市計画税

入湯税・都市計画税が充てられる経費

1．入湯税

（単位：千円）

事　　業　　名 経　費

財　　源　　内　　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業

消 防 施 設 整 備 事 業

観 光 振 興 事 業

合　　　計

※鉱泉浴場に入浴する入湯客に課税する入湯税は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設
及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるものとされています。
※入湯税は、各事業に要する一般財源の額で按分して充当しています。

（単位：千円）

事　　業　　名 経　費

財　　源　　内　　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

※用途地域内の土地や家屋に課税される都市計画税は、地方税法第702条第1項の規定により、都市計画法に基づいて行う都
市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるものとされています。
※都市計画税は、各事業に要する一般財源の額で按分して充当しています。

街 路 事 業

公 園 整 備

土 地 区 画 整 理 事 業

下 水 道 事 業

地 方 債 償 還

合　　　計


